
その他 

（１）鎌ケ谷市市街化調整区域の土地利用方針策定に向けた

報告について 
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「にぎわいと活力に満

ちたまちづくり」 
 

・都心や周辺都市を結ぶ鉄

道、幹線道路が市のほぼ

中央部で東西、南北方向

に交差する立地条件を生

かし、にぎわいや活力に

満ちたまちづくりを進め

ます。 

・鉄道４路線・8 つの駅を拠

点とし、それぞれの役割

に応じた都市機能の集積

を図るコンパクトなまち

づくりを進めるととも

に、道路及び交通ネット

ワークの構築を図り、

人々の交流でにぎわうま

ちづくりを目指します。 

・北千葉道路の整備などを

契機とした、企業や集客施

設の立地を図り、活力ある

まちづくりを進めます。 

 
「緑あふれる持続可能

なまちづくり」 
 

・鎌ケ谷市の魅力となる北

総台地の緑と水、豊かな

農地を生かし、緑豊かな

まちづくりを進めます。

また、こうした緑や水の

活用により、暮らしの中

で緑や水の恵みを感じる

ことのできる緑あふれる

まちづくりを進めます。 

・恵まれた自然を生かした

公園や緑地、スポーツ・レ

クリエーション環境の充

実を図り、人々の健康増

進やレクリエーションな

ど多様な活動を支えてい

きます。 

・国の目指す脱炭素社会の

実現を踏まえ、持続可能な

まちづくりを進めます。 

 
「誰もがいきいきと、安

心して暮らせるまちづ
くり」 

・災害に強いまちづくりを

進め、誰もが安心して暮

らせるまちづくりを進め

ます。 

・地域の実情に応じて、道路

や公園などの整備や、維

持・更新などに計画的に

取り組み、生活環境の改

善を着実に進めます。 

・子どもからお年寄りまで、

多様な人々の暮らしの場

を充実させ、誰もがいき

いきと暮らせるまちづく

りを進めます。 
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従業者数
（全産業）

人口（2020）
従業者の
人口に対
する割合

千葉県 2,332,923 6,284,480 37.1%
千葉市 449,403 974,951 46.1%
市川市 132,138 496,676 26.6%
船橋市 209,983 642,907 32.7%
松戸市 141,743 498,232 28.4%
野田市 58,465 152,638 38.3%
習志野市 60,950 176,197 34.6%
柏市 159,363 426,468 37.4%
流山市 47,541 199,849 23.8%
八千代市 63,428 199,498 31.8%
我孫子市 29,954 130,510 23.0%
鎌ケ谷市 29,543 109,932 26.9%
浦安市 88,412 171,362 51.6%
市原市 113,386 269,524 42.1%
四街道市 24,936 93,576 26.6%
八街市 22,210 67,455 32.9%
白井市 21,466 62,441 34.4%
成田市 95,844 132,906 72.1%
印西市 37,407 102,609 36.5%

AS_全産業

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

(事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人)

実数 2,747 29,543 1 3 0 0 0 0 387 2,402
構成比（％） 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 8.1

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

(事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人)

実数 242 2,618 1 3 25 62 63 1,865 542 5,831
構成比（％） 8.8 8.9 0.0 0.0 0.9 0.2 2.3 6.3 19.7 19.7

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
(事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人)

実数 31 406 144 518 104 434 282 2,694 277 1,510
構成比（％） 1.1 1.4 5.2 1.8 3.8 1.5 10.3 9.1 10.1 5.1

R_サービス業

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
(事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人) (事業所) (人)

実数 130 1,782 341 6,344 9 239 153 1,340 15 1,492
構成比（％） 4.7 6.0 12.4 21.5 0.3 0.8 5.6 4.5 0.5 5.1

A_農業，林業 B_漁業 C_鉱業，採石業，砂利採取業 D_建設業

O_教育，学習支援業 P_医療，福祉 Q_複合サービス事業 S_公務（他に分類されるもの

J_金融業，保険業 K_不動産業，物品賃貸業 L_学術研究，専門・技術サー
ビス業

M_宿泊業，飲食サービス業 N_生活関連サービス業，娯楽
業

E_製造業 F_電気・ガス・熱供給・水道
業

G_情報通信業 H_運輸業，郵便業 I_卸売業，小売業
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年次 事業所数
従業者数
（人）

製造品出荷額等
（万円）

従業者一人当たり
製造品出荷額等

（万円）

2018年 96 2,207 3,707,956 1,680
2019年 96 2,201 3,756,732 1,707
2020年 93 2,036 3,261,137 1,602
2021年 87 1,936 3,043,552 1,572

金額(千万円) 構成比 県内シェア 金額(億円) 構成比
 農業産出額 205 100.0% 0.6% 3,471 100.0%

耕 種 193 94.1% 0.8% 2,375 68.4%
米 0 0.0% 0.0% 466 13.4%
麦　類 0 0.0% - 1 0.0%
雑　穀 0 0.0% - 0 0.0%
豆　類 2 1.0% 0.2% 93 2.7%
いも類 1 0.5% 0.0% 215 6.2%
野　菜 77 37.6% 0.6% 1,280 36.9%
果　実 111 54.1% 11.0% 101 2.9%
花　き X X X 187 5.4%
工芸農作物 0 0.0% 0.0% 5 0.1%
その他農作物 X X X 26 0.7%

畜 産 12 5.9% 0.1% 1,094 31.5%
肉用牛 0 0.0% 0.0% 107 3.1%
乳用牛 11 5.4% 0.4% 257 7.4%
豚 0 0.0% 0.0% 393 11.3%
鶏 0 0.0% 0.0% 326 9.4%
その他畜産物 0 0.0% 0.0% 11 0.3%

加工農産品 0 0.0% 0.0% 2 0.1%

鎌ケ谷市 千葉県
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事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
構成比 構成比

千葉県 187,530 2,332,923 4,873 2.6% 136256 5.8%
千葉市 28,344 449,403 665 2.3% 17,509 3.9%
市川市 11,798 132,138 377 3.2% 12,643 9.6%
船橋市 15,608 209,983 408 2.6% 13,454 6.4%
松戸市 13,178 141,743 182 1.4% 4,221 3.0%
野田市 4,810 58,465 254 5.3% 7,025 12.0%
習志野市 4,061 60,950 123 3.0% 4,210 6.9%
柏市 12,253 159,363 310 2.5% 8,783 5.5%
流山市 4,321 47,541 76 1.8% 2,848 6.0%
八千代市 4,870 63,428 115 2.4% 4,257 6.7%
我孫子市 2,894 29,954 22 0.8% 283 0.9%
鎌ケ谷市 2,747 29,543 37 1.3% 499 1.7%
浦安市 4,410 88,412 151 3.4% 3,867 4.4%
市原市 8,555 113,386 347 4.1% 7,158 6.3%
四街道市 2,412 24,936 61 2.5% 1,295 5.2%
八街市 2,411 22,210 97 4.0% 1,737 7.8%
白井市 1,749 21,466 70 4.0% 1,452 6.8%
成田市 5,406 95,844 344 6.4% 16,792 17.5%
印西市 2,536 37,407 80 3.2% 4,082 10.9%

全産業 流通業務関連産業※
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小売業年間販売額 人口
人口１人
当たり年
間販売額

百万円 人 万円 水準

千葉県 5,920,566 6,284,480 94.2 100.0

千葉市 1,162,002 974,951 119.2 126.5

市川市 357,304 496,676 71.9 76.4

船橋市 560,585 642,907 87.2 92.6

松戸市 354,483 498,232 71.1 75.5

野田市 120,752 152,638 79.1 84.0

習志野市 178,387 176,197 101.2 107.5

柏市 476,149 426,468 111.6 118.5

流山市 151,305 199,849 75.7 80.4

八千代市 158,982 199,498 79.7 84.6

我孫子市 73,270 130,510 56.1 59.6

鎌ケ谷市 72,990 109,932 66.4 70.5

浦安市 158,258 171,362 92.4 98.0

市原市 264,885 269,524 98.3 104.3

四街道市 73,399 93,576 78.4 83.3

八街市 66,652 67,455 98.8 104.9

白井市 52,968 62,441 84.8 90.1

成田市 153,061 132,906 115.2 122.3

印西市 131,115 102,609 127.8 135.6

観光地点等 令和３年 令和４年 令和５年

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム 7 7 9

鎌ケ谷カントリークラブ 6 6 6

鎌ケ谷市産業フェステイバル － 1 1

鎌ケ谷市民まつり － － 9

スリランカフェスティバル － － 1

合計 13 14 26
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団体名 
人口 

(2020 年) 
(人) 

地域の所得循環(2020 年) 

地域経済
循環率 

(％) 

生産・販売 分配 

全体額 
(億円) 

従業者 1 人当たりの所得 
全体額 
(億円) 

夜間人口 1 人当たりの所得 

金額 
(万円) 

対全国 
平均水準 

(％) 

1,741 市
町村中の

順位 
金額 

(万円) 
対全国 

平均水準 
(％) 

1,741 市
町村中の

順位 
野田市 152,638 85.4 5,060 808.8 86.5 651 5,925 388.2 90.8 1,446 
成田市 132,906 121.1 7,083 757.9 81.0 861 5,847 440.0 103.0 818 
流山市 199,849 65.8 5,264 1,090.9 116.6 172 7,999 400.3 93.7 1,306 
八千代市 199,498 68.4 5,049 819.3 87.6 609 7,386 370.2 86.6 1,575 
我孫子市 130,510 56.2 2,546 829.9 88.7 572 4,528 346.9 81.2 1,668 
鎌ケ谷市 109,932 51.8 2,014 725.5 77.6 1,011 3,888 353.7 82.8 1,646 
浦安市 171,362 92.2 7,735 984.5 105.3 265 8,385 489.3 114.5 447 
四街道市 93,576 61.7 1,853 795.3 85.0 694 3,002 320.8 75.1 1,729 
八街市 67,455 61.8 1,395 596.5 63.8 1,560 2,256 334.5 78.3 1,702 
印西市 102,609 71.1 3,023 743.2 79.5 920 4,253 414.5 97.0 1,130 
白井市 62,441 68.1 1,645 798.8 85.4 683 2,414 386.5 90.5 1,456 

体名 
主要財政指標(2023 年度) 

財政力指数 経常収支比率 実質公債費比率 将来負担比率 

野田市 0.80 93.5 4.3 - 
成田市 1.27 90.2 9.9 92.2 
流山市 0.92 89.8 2.2 49.2 
八千代市 0.91 96.6 6.6 2.8 
我孫子市 0.74 95.3 2.0 - 
鎌ケ谷市 0.72 98.4 5.6 38.0 
浦安市 1.42 86.7 7.4 28.5 
四街道市 0.74 90.5 2.0 - 
八街市 0.62 97.5 6.7 45.2 
印西市 1.06 79.5 0.5 - 
白井市 0.84 89.5 4.8 44.2 
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行政区域
面積(ha) 比率(%) 面積(ha) 比率(%) 面積(ha)

昭和45年(1970)

（当初決定）
1,124 53.2 987 46.8 2,111

昭和63年(1988)
（第2回定期見直し）

1,098 52.0 1,013 48.0 2,111

平成３年(1991)

（第3回定期見直し）
1,038 49.2 1,073 50.8 2,111

平成28年(2016)

（第6回定期見直し）
1,038 49.2 1,073 50.8 2,108

決定・見直し年度
市街化調整区域 市街化区域

地域 地域面積
面積(ha) 比率 (ha)

北部地域 356.9 82.0% 435.0

西部地域 238.4 77.1% 309.2

中央東地域 121.5 41.7% 291.5

中央地域 8.3 3.0% 281.0
東部地域 0.5 0.2% 311.7

南部地域 312.4 65.1% 479.6

合計 1,038.0 49.2% 2,108.0

市街化調整区域
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人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口増減率

北部地域 2,290 825 2,156 823 2,062 860 -10.0%

西部地域 4,256 1,390 4,166 1,411 4,280 1,472 0.6%

中央東地域 2,502 793 2,492 800 2,539 838 1.5%

中央地域 243 107 241 114 271 122 11.5%

東部地域 0 0 0 0 0 0 -
南部地域 1,199 359 1,133 381 1,003 363 -16.3%

市街化調整区域 10,490 3,474 10,188 3,529 10,155 3,655 -3.2%

市街化区域 97,363 38,481 98,729 40,572 99,777 43,491 2.5%

全市 107,853 41,955 108,917 44,101 109,932 47,146 1.9%

平成22年(2010) 平成27年(2015) 令和2年(2020)

※地域別・区域区分別の人口・世帯数は、最新地形図による住宅系建築物の棟数比率で

国勢調査小地域データを按分した値。
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令和２年 合計*

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

北部地域 138 6.7% 1,074 52.1% 850 41.2% 2,062

西部地域 347 8.1% 2,097 49.0% 1,836 42.9% 4,280

中央東地域 198 7.8% 1,160 45.7% 1,181 46.5% 2,539

中央地域 36 13.3% 144 53.1% 90 33.2% 271

南部地域 87 8.7% 602 60.0% 314 31.3% 1,003

市街化調整区域 806 7.9% 5,078 50.0% 4,270 42.1% 10,155

市街化区域 12,009 12.0% 59,907 60.0% 27,862 27.9% 99,777

全市 12,815 11.7% 64,985 59.1% 32,132 29.2% 109,932

平成27年 合計*

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

北部地域 157 7.3% 1,227 56.9% 772 35.8% 2,156

西部地域 383 9.2% 2,129 51.1% 1,658 39.8% 4,166

中央東地域 207 8.3% 1,196 48.0% 1,087 43.6% 2,492

中央地域 20 8.3% 134 55.6% 87 36.1% 241
南部地域 107 9.4% 727 64.2% 300 26.5% 1,133

市街化調整区域 874 8.6% 5,413 53.1% 3,904 38.3% 10,188

市街化区域 12,991 13.2% 60,371 61.1% 25,364 25.7% 98,729

全市 13,865 12.7% 65,784 60.4% 29,267 26.9% 108,917

平成22年 合計*

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

北部地域 208 9.1% 1,470 64.2% 611 26.7% 2,290

西部地域 434 10.2% 2,388 56.1% 1,439 33.8% 4,256

中央東地域 233 9.3% 1,369 54.7% 903 36.1% 2,502

中央地域 22 9.1% 147 60.5% 75 30.9% 243
南部地域 135 11.3% 784 65.4% 279 23.3% 1,199

市街化調整区域 1,033 9.8% 6,158 58.7% 3,308 31.5% 10,490

市街化区域 13,282 13.6% 63,582 65.3% 20,490 21.0% 97,355

全市 14,315 13.3% 69,740 64.7% 23,798 22.1% 107,853

15歳未満 15～64歳 65歳以上

15歳未満 15～64歳 65歳以上

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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令和３年度

面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率

田 0.0 - 0.0 - 0.0 -

畑 362.4 33.9% 81.0 7.7% 443.4 20.9%

荒地、耕作放棄地、低湿地 71.5 6.7% 14.6 1.4% 86.1 4.1%

山林 87.3 8.2% 17.0 1.6% 104.3 4.9%

水面 3.2 0.3% 5.2 0.5% 8.4 0.4%
その他の自然地 0.7 0.1% 0.8 0.1% 1.5 0.1%

自然的土地利用 525.1 49.2% 118.6 11.2% 643.7 30.3%

住宅用地 110.5 10.4% 553.8 52.3% 664.3 31.3%

商業用地 32.2 3.0% 76.1 7.2% 108.3 5.1%
工業用地 24.4 2.3% 11.3 1.1% 35.7 1.7%

運輸施設用地 12.8 1.2% 3.5 0.3% 16.3 0.8%

公共施設用地 4.3 0.4% 4.7 0.4% 9.0 0.4%
文教厚生用地 41.8 3.9% 41.4 3.9% 83.2 3.9%

その他公的施設用地 110.9 10.4% 4.9 0.5% 115.8 5.4%

道路用地 54.1 5.1% 157.3 14.9% 211.4 9.9%

交通施設用地 7.8 0.7% 17.2 1.6% 25.0 1.2%
オープンスペース 47.6 4.5% 26.1 2.5% 73.7 3.5%

その他の空地※ 95.9 9.0% 43.1 4.1% 139.0 6.5%

都市的土地利用 542.3 50.8% 939.4 88.8% 1,481.7 69.7%

合計 1,067.5 100.0% 1,058.1 100.0% 2,125.6 100.0%

市街化調整区域 市域市街化区域

平成28年度

面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率

田 0.0 - 0.0 0.0% 0.0 0.0%

畑 373.1 34.9% 87.8 8.2% 460.9 21.6%

荒地、耕作放棄地、低湿地 50.7 4.7% 6.2 0.6% 56.9 2.7%

山林 87.9 8.2% 20.2 1.9% 108.1 5.1%

水面 4.2 0.4% 5.6 0.5% 9.8 0.5%
その他の自然地 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

自然的土地利用 515.9 48.2% 119.8 11.2% 635.7 29.7%

住宅用地 121.7 11.4% 587.6 55.0% 709.3 33.2%

商業用地 28.0 2.6% 72.8 6.8% 100.8 4.7%
工業用地 19.1 1.8% 11.7 1.1% 30.8 1.4%

運輸施設用地 17.4 1.6% 3.2 0.3% 20.6 1.0%

公共施設用地 5.4 0.5% 3.9 0.4% 9.3 0.4%
文教厚生用地 41.0 3.8% 35.3 3.3% 76.3 3.6%

その他公的施設用地 110.7 10.3% 4.9 0.5% 115.6 5.4%

道路用地 53.0 5.0% 150.0 14.1% 203.0 9.5%

交通施設用地 9.5 0.9% 26.2 2.5% 35.7 1.7%
オープンスペース 38.5 3.6% 21.7 2.0% 60.2 2.8%

その他の空地※ 109.7 10.3% 30.4 2.8% 140.1 6.6%

都市的土地利用 554.0 51.8% 947.7 88.8% 1,501.7 70.3%

合計 1,069.9 100.0% 1,067.5 100.0% 2,137.4 100.0%

市街化調整区域 市街化区域 市域
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令和３年度

市街化調整区域 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率

田 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

畑 86.28 23.5% 116.22 47.5% 48.37 38.8% 1.91 22.3% 0.00 - 109.65 34.2% 362.43 34.0%

荒地、耕作放棄地、低湿地 32.77 8.9% 9.07 3.7% 2.11 1.7% 0.20 2.3% 0.00 - 27.40 8.5% 71.55 6.7%
山林 34.47 9.4% 7.34 3.0% 11.50 9.2% 0.00 - 0.00 - 34.03 10.6% 87.34 8.2%

水面 1.14 0.3% 0.59 0.2% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.42 0.4% 3.16 0.3%

その他の自然地 0.37 0.1% 0.34 0.1% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.71 0.1%
住宅用地 30.62 8.4% 36.86 15.1% 19.09 15.3% 1.82 21.2% 0.00 - 22.15 6.9% 110.54 10.4%

商業用地 9.98 2.7% 7.72 3.2% 6.20 5.0% 0.21 2.4% 0.00 - 8.04 2.5% 32.16 3.0%

工業用地 13.64 3.7% 1.45 0.6% 4.92 3.9% 0.00 - 0.00 - 4.36 1.4% 24.37 2.3%
運輸施設用地 6.76 1.8% 1.97 0.8% 1.53 1.2% 0.00 - 0.00 - 2.57 0.8% 12.84 1.2%

公共施設用地 2.93 0.8% 0.27 0.1% 1.10 0.9% 0.00 - 0.00 - 0.03 0.0% 4.34 0.4%

文教厚生用地 7.30 2.0% 16.44 6.7% 8.17 6.5% 1.65 19.2% 0.51 100.0% 7.76 2.4% 41.82 3.9%
その他公的施設用地 90.95 24.8% 19.90 8.1% 0.01 0.0% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 110.86 10.4%

道路用地 18.80 5.1% 13.19 5.4% 9.83 7.9% 0.93 10.8% 0.00 - 11.31 3.5% 54.07 5.1%

交通施設用地 2.19 0.6% 4.94 2.0% 0.00 - 0.51 5.9% 0.00 - 0.14 0.0% 7.78 0.7%
オープンスペース 21.55 5.9% 0.34 0.1% 7.03 5.6% 0.00 - 0.00 - 18.68 5.8% 47.60 4.5%

その他の空地※ 6.67 1.8% 8.10 3.3% 4.89 3.9% 1.35 15.7% 0.00 - 73.22 22.8% 94.23 8.8%

合計 366.42 100.0% 244.74 100.0% 124.75 100.0% 8.58 100.0% 0.51 100.0% 320.76 100.0% 1,065.80 100.0%

市街化調整区域計南部地域北部地域 西部地域 中央東地域 中央地域 東部地域

平成28年度

市街化調整区域 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率 面積ha 比率

田 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

畑 87.19 23.6% 121.93 49.5% 50.31 40.2% 1.98 22.8% 0.00 - 111.73 34.9% 373.14 34.9%

荒地、耕作放棄地、低湿地 21.52 5.8% 2.58 1.0% 1.58 1.3% 0.00 - 0.00 - 25.02 7.8% 50.70 4.7%

山林 41.52 11.3% 4.17 1.7% 11.15 8.9% 0.00 - 0.00 - 31.03 9.7% 87.87 8.2%
水面 2.24 0.6% 0.60 0.2% 0.00 - 0.01 0.1% 0.00 - 1.38 0.4% 4.24 0.4%

その他の自然地 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
住宅用地 32.83 8.9% 39.58 16.1% 21.60 17.3% 2.23 25.7% 0.00 - 25.47 7.9% 121.72 11.4%

商業用地 9.47 2.6% 8.00 3.2% 4.79 3.8% 0.24 2.8% 0.00 - 5.45 1.7% 27.96 2.6%
工業用地 8.62 2.3% 1.48 0.6% 5.21 4.2% 0.02 0.2% 0.00 - 3.75 1.2% 19.09 1.8%

運輸施設用地 11.76 3.2% 2.28 0.9% 1.32 1.1% 0.00 - 0.00 - 2.00 0.6% 17.37 1.6%
公共施設用地 4.04 1.1% 0.25 0.1% 1.05 0.8% 0.00 - 0.00 - 0.04 0.0% 5.38 0.5%

文教厚生用地 8.60 2.3% 15.07 6.1% 6.71 5.4% 1.71 19.7% 0.51 100.0% 8.42 2.6% 41.03 3.8%
その他公的施設用地 90.74 24.6% 19.95 8.1% 0.01 0.0% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 110.70 10.3%

道路用地 18.48 5.0% 12.79 5.2% 9.40 7.5% 0.88 10.1% 0.00 - 11.46 3.6% 53.01 5.0%
交通施設用地 3.49 0.9% 5.00 2.0% 0.00 - 0.61 7.0% 0.00 - 0.39 0.1% 9.49 0.9%

オープンスペース 13.81 3.7% 0.34 0.1% 6.98 5.6% 0.00 - 0.00 - 17.36 5.4% 38.49 3.6%
その他の空地※ 14.38 3.9% 12.31 5.0% 5.10 4.1% 1.01 11.6% 0.00 - 76.93 24.0% 109.73 10.3%

合計 368.69 100.0% 246.33 100.0% 125.21 100.0% 8.69 100.0% 0.51 100.0% 320.43 100.0% 1,069.92 100.0%

北部地域 西部地域 中央東地域 中央地域 東部地域 南部地域 市街化調整区域計
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年平均 件数密度

令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 (件/年) (件/年/k㎡)
 市街化調整区域 44 30 39 113 38 3.6

北部地域 7 7 11 25 8

西部地域 4 7 18 29 10

中央東地域 29 8 9 46 15

中央地域 0 2 1 3 1

東部地域 0 0 0 0 0

南部地域 4 6 0 10 3
 市街化区域 426 451 470 1,347 449 41.8

全市 470 481 509 1,460 487 23.1

市街化調整区域内比率 9.4% 6.2% 7.7% 7.7%

申請件数

転用用途 申請

件数 (㎡) 比率

オートキャンプ場用地 1 3,454.0 5.0%

テニスコート用地 1 6,510.0 9.3%

災害時復旧拠点用地 1 18,706.0 26.9%

太陽光発電施設用地 1 1,215.0 1.7%

資材置場用地 7 11,545.4 16.6%

建設発生土置場用地 2 1,124.0 1.6%

車両置場用地 6 6,310.4 9.1%

駐車場用地 7 6,340.4 9.1%

道路用地 9 358.8 0.5%

通路用地 1 0.5 0.0%

屋外利用系用途 26 55,205.2 79.2%

専用住宅用地 16 3,155.2 4.5%

宅地造成用地 1 77.0 0.1%

特別養護老人ホーム用地 13 10,799.6 15.5%

農家住宅用地 2 423.0 0.6%

建築系用途 32 14,454.8 20.8%

総 計 68 69,660.0 100.0%

転用面積
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30m 以上 

25m－30m 未満 

20m－25m 未満 

15m－20m 未満 

10m－15m 未満 

5m－10m 未満 
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佐津間城跡・国登録有形文化財澁谷家住宅 

さわやかプラザ 

ふれあい散歩道 

八幡神社 

粟野地区公園 

市制記念公園 

国史跡下総小金中野牧跡 
（捕込） 

貝柄山公園 

市指定文化財根頭神社の森・市民の森 

大津川緑道 

国史跡下総小金中野牧跡 
（野馬土手） 

ファイターズ鎌ケ谷
スタジアム 

八幡春日神社 

鎌ケ谷カントリー 
クラブ 
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船
橋
我

孫
子
バ

イ
パ
ス

線
 

番号 路線名 計画延長 整備済延長 整備率
m m

１･３･１ 北千葉道路 3,480 0 0.0%
３･１･１ 北千葉鎌ケ谷線 3,480 1,200 34.5%
３･１･２ 粟野田境線 940 0 0.0%
３･４･３ 駅前東線 700 700 100.0%
３･４･４ 駅前西線 810 243 30.0%
３･４･５ 船橋我孫子バイパス線 7,100 1,716 24.2%
３･４･６ 北初富軽井沢線 4,340 810 18.7%
３･４･７ 中沢鎌ケ谷線 2,500 424 17.0%
３･４･８ 中沢南初富線 2,400 0 0.0%
３･３･９ 鎌ケ谷中央線 2,850 1,292 45.3%
３･４･10 中沢北初富線 4,270 0 0.0%
３･５･11 谷地川線 700 0 0.0%
３･５･12 道野辺新鎌ケ谷線 1,560 1,383 88.7%
３･３･13 新鎌ケ谷駅前線 440 436 99.1%
３･３･15 新鎌ケ谷北線 1,130 439 38.8%
３･３･16 新鎌ケ谷南線 1,130 439 38.8%
３･４･17 道野辺富岡線 1,300 231 17.8%
７･６･１ 富岡１号線 380 380 100.0%
７･７･２ 初富線 240 0 0.0%
７･７･３ 北初富線 400 400 100.0%
８･７･１ 富岡２号線 300 0 0.0%

計（北千葉道路除く） 36,970 10,093 27.3%
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●市の北部に位置し、松戸市、柏市、白井市と
接しています。 

●地域の西側を大津川が南北に流れ、なだらか
な谷津を形成しています。 

●地域の中央部に防衛施設用地があり、地域の
約1/4の面積を占めています。 

●畑が土地利用の約24％を占めており、南側集
落の後背地を中心に梨園が広がっています。 

●南側中央には、粟野地区公園や市制記念公園
など緑豊かなスポーツ・レクリエーションの
拠点が存在しています。 

●南側には北千葉道路が計画されており、一部
暫定供用されています。また、（仮）鎌ケ谷東
ICが整備される予定です。 

●人口は減少傾向にあり、10年間で約10％減少
しています。世帯数は増加していますが、世
帯当たりの人員数は低下しています。 

●急激に高齢化が進んでおり、65歳以上人口は
10年で14.5 ポイント上昇し40％を超えてい
ます。 

粟野地区公園 大津川緑道 
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●市の西部に位置し、松戸市と接しています。 

●地域の南側を大津川が東西に流れ、なだらか
な谷津を形成しています。 

●地域の西側に防衛施設用地があり、地域の約
8%の面積を占めています。 

●畑が土地利用の約48％を占めており、多くの
梨園が点在しています。 

●西側に市指定の保全林が存在しています。 

●南側には北千葉道路が計画されており、（仮）
鎌ケ谷西ICが整備される予定です。 

●新鎌ケ谷駅、北初富駅、くぬぎ山駅の３駅が
至近にあり、鉄道利便性が高い地域です。 

●人口は横ばい傾向にありますが、世帯数が増
加しているため、世帯当たりの人員数は低下
しています。 

●高齢化が進んでおり、65 歳以上人口は 10
年で9.1ポイント上昇して40％を超えてい
ます。 

観光農園 保全林 
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●市の東部に位置し、白井市と接しています。 

●一部下手賀川の谷津が切り込んでいますが、
全般に台地上の平坦な地形です。 

●畑が土地利用の約38％を占めており、梨園も
多くなっています。 

●市街化区域に近い南側には、区画造成を伴っ
た住宅地が見られ、地域の道路面積率が比較
的高くなっています。 

●人口は微増傾向にありますが、世帯数も増加
しているため、世帯当たりの人員数はやや低
下しています。 

●高齢化が顕著であり 65 歳以上人口は 46.5％
で最も高齢化率が高い地域となっています。 

市営陸上競技場 社会福祉センター 
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●市の中央部に位置し、四方を市街化区域に囲
まれた小規模な地域です。 

●畑が土地利用の約 22％を占めて最も多く
なっていますが、住宅用地、文教・厚生用地
もほぼ同等の割合を占めています。 

●西側を京成松戸線に接しており、約 200m 南
に初富駅があります。 

●人口は増加傾向にあり、10 年間で約 11％
増加しています。世帯数も増加しています
が、世帯当たりの人員数はほぼ変わってい
ません。 

●高齢化の速度は緩やかで 65 歳以上人口は
33.2％となっています。 

住宅地と駐車場 かまがや幼稚園 
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●市の南部に位置し、船橋市と接しています。 

●全域が県立鎌ケ谷高等学校のグラウンド内
であり、居住世帯はありません。 

県立鎌ケ谷高等学校グラウンド 県立鎌ケ谷高等学校正門 
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●市の南西部に位置し、松戸市、市川市、船橋
市と接しています。 

●地域の東側を根郷川が南北に流れ、南側は東
西に大柏川が流れ、比較的高低差のある谷津
が形成されています。 

●畑が土地利用の約34％を占めて最も多く、梨
園が広がっています。次いでゴルフ場が約
22％、山林が約11％となっています。 

●神社と一体となった豊かな山林が存在して
おり、市民の憩いの場となっています。 

●プロ野球チームのファイターズ鎌ケ谷スタ
ジアムが立地しており、ゴルフ場と並んで本
市の観光レクリエーション拠点として市外
から多くの人を集めています。 

●人口は減少傾向が顕著で、10 年間で約 16％
減少しています。世帯数はほぼ横ばいです
が、世帯当たりの人員数は3を割り込んでい
ます。 

●高齢化は進んでいるものの、65歳以上人口は
約31％と最も低い比率となっています。 

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム 市指定文化財根頭神社の森・市民の森 
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26.8%

16.7%

17.6%

24.4%

69.3%

25.6%

14.3%

9.9%

3.5%

2.1%

38.1%

12.1%

28.9%

22.3%

65.9%

40.7%

17.0%

3.4%

4.7%

4.2%

32.7%

14.3%

23.5%

23.3%

67.6%

33.4%

15.7%

6.5%

4.1%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

手入れの行き届かない農地や

荒れた山林が増えている

農地や山林が減少している

資材置場や残土置場、駐車場

などが増えている

空家が増えている

狭い道路や歩行に危険を感じ

る道路が多い

食料品や日用品を取り扱う商

業施設が遠い、行きづらい

身近な公園など人が集まる場

所がない

分からない

その他

無回答

市街化

調整

合計
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〔人〕 

・少子高齢化の進展 

・落ち着いた居住環境を守
りたいという意向が強い 

・環境の悪化、生活環境の
利便性・安全性、高齢化・
将来の人口減少に対する
懸念 

〔産業〕 

・商業、工業、流通等の産
業は相対的に弱い、地域
の所得循環構造は弱い 

・産業を支える北千葉道
路・ＩＣの整備に向けた
協議・調整が進む 

・産業立地の可能性と要望
が高い 

〔緑〕 

・畑、山林に対する満足度
は高く、面積の減少は少
ない 

・畑は今後減少が想定さ
れる 

・緑地環境と一体となった
観光資源等が立地 

「誰もがいきいきと、安心し
て暮らせるまちづくり」 

の実現に向けた 

生活しやすい集落環境の
形成…① 

「にぎわいと活力に満ちた
まちづくり」 

の実現に向けた 

北千葉道路・ＩＣ等のポ
テンシャルを生かした
機能誘導…③ 

「緑あふれる持続可能なま
ちづくり」 

の実現に向けた 

農地・樹林地の保全・活用
と地域資源等を活用した
魅力と安全性の向上…② 

「誰もがいきいきと、安
心して暮らせるまち
づくり」 

「緑あふれる持続可能
なまちづくり」 

「にぎわいと活力に満
ちたまちづくり」 
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・ 「第３次鎌ケ谷市みどりあふれる都市農業創造プラン」に基づき、農地の保全、

担い手の育成、ブランド化の推進による販路の拡大に取り組む。 

・ 農業と食品製造業などの２次産業、観光業などの３次産業との積極的な連携によ

る付加価値の高いビジネスの創出や大規模施設園芸事業の導入など、農業の新た

な可能性を追求する（農業の６次産業化）。 

・ 生活道路や排水施設、コミュニティ施設等の改善・整備を図る。 

・ 地区計画制度等を活用して集落の活力の維持・向上を図る。 

・ 河川、水路の整備等、防災対策の強化に努める。 
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・ 森とスポーツ・レクリエーションゾーンの形成、その他緑地を活用した都市公園・

施設緑地の整備と維持管理を進める。施設の維持管理に当たっては、指定管理者

制度や Park-PFI 等の導入を必要に応じて検討する。 

・ 地域森林計画民有林の適切な維持管理や、保全樹木・保全林としての指定・維持

管理を促進する。 
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土地利用方針 方針の内容 

生活しやすい集落

環境の形成 

農地・緑地等の保

全・活用 

地域の西側を大津川が南北に流れ、南側中央には市制記念公園や粟野地

区公園がある当地域では、農地・緑地の有効な活用及び適正な保全を促進

するとともに、豊かな農業・自然環境と共生し、暮らしやすい集落環境の

維持・向上を図ります。 

更に、市制記念公園、陸上競技場、市民体育館等を中心にスポーツ・レ

クリエーションゾーンの機能強化、道の駅の整備に併せて新たな観光機能

や防災機能の育成を検討します。 

このほか集落地等については、佐津間県営住宅の整備や軽井沢地区の廃

棄物処理施設周辺整備等を促進するとともに、住環境の形成、地域振興等

のため計画的な整備・誘導を必要とする地区については、地区計画制度等

を活用し、周辺環境と調和した土地利用の実現を検討します。 

北千葉道路・ＩＣ

等のポテンシャル

を生かした計画的

な土地利用の実現 

計画されている北千葉道路の（仮）鎌ケ谷東ＩＣ周辺については、周辺

環境に配慮しながら、既存施設と連携して、大規模施設園芸等の農業生産

拠点の育成や道の駅の整備（観光・防災）等を検討します。（※具体的な

配置計画は未定であるため、中央東地域にも同様の記載をしています。） 

また、北千葉道路沿道については、幹線道路の利便性を生かした商業・

流通・業務等の機能誘導を検討します。 
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土地利用方針 方針の内容 

生活しやすい集落

環境の形成 

農地・緑地等の保

全・活用 

畑が土地利用の約４８％を占めており、新鎌ケ谷駅、北初富駅、くぬぎ

山駅の３駅が至近にあり、交通利便性が高い当地域では、農地・緑地の有

効な活用及び適正な保全を促進するとともに、豊かな農業・自然環境と共

生し、暮らしやすい集落環境の維持・向上を図ります。 

更に、住環境の形成、地域振興等のため計画的な整備・誘導を必要とす

る地区については、地区計画制度等を活用し、周辺環境と調和した土地利

用の実現を検討します。 

北千葉道路・ＩＣ

等のポテンシャル

を生かした計画的

な土地利用の実現 

計画されている北千葉道路の沿道周辺については、周辺環境に配慮しな

がら、幹線道路の利便性を生かした商業・流通・業務等の機能誘導を目指

します。 

（仮）鎌ケ谷西ＩＣ周辺・（都）３・１・２粟野田境線エリアについては、

開発許可・土地区画整理事業等による物流、情報通信、製造業等の産業立

地を検討します。 

更に、新鎌ケ谷駅やインターチェンジ（（仮称）鎌ケ谷西ＩＣ）からの良

好なアクセスが見込まれる新鎌ケ谷駅周辺西側地区について、土地区画整

理事業等による住宅、商業・サービス業や本社・オフィス等の立地を検討

します。 
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土地利用方針 方針の内容 

生活しやすい集落

環境の形成 

農地・緑地等の保

全・活用 

教育施設、厚生用地や住宅用地として利用される土地もある中で、北側

は、地域森林計画対象民有林などの樹林地がある当地域では、農地・緑地

の有効な活用及び適正な保全を促進するとともに、豊かな農業・自然環境

と共生し、暮らしやすい集落環境の維持・向上を図ります。 

更に、市制記念公園、陸上競技場、市民体育館等を中心にスポーツ・レ

クリエーションゾーンの機能強化、道の駅の整備に併せて新たな観光機能

や防災機能の育成を目指します。 

このほか、集落地等については東側の四本椚県営住宅の整備を促進する

とともに、住環境の形成、地域振興等のため計画的な整備・誘導を必要と

する地区については、地区計画制度等を活用し、周辺環境と調和した土地

利用の実現を目指します。 

北千葉道路・ＩＣ

等のポテンシャル

を生かした計画的

な土地利用の実現 

計画されている北千葉道路の（仮）鎌ケ谷東ＩＣ周辺については、周辺

環境に配慮しながら、既存施設と連携して、大規模施設園芸等の農業生産

拠点の育成、道の駅の整備（観光・防災）を検討します。（※具体的な配

置計画は未定であるため、北部地域にも同様の記載をしています。） 

また、北千葉道路沿道については、幹線道路の利便性を生かした商業・

流通・業務等の機能誘導を検討します。 
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土地利用方針 方針の内容 

生活しやすい集落

環境の形成 

農地・緑地等の保

全・活用 

市の中央部に位置し、四方を市街化区域に囲まれた小規模な中央一丁目

地区は、住宅用地や駐車場として利用される土地も多い一方で、一定の農

地も広がっています。 

住環境の形成、地域振興等のため地域の意向を踏まえながら、周辺地区

と一体的な土地利用や今後のまちづくりの方向性について検討します。 

また、必要に応じ地域の意向を都市計画に反映させるよう、地区計画制

度等の活用に向けて検討します。 
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東部地域は県立鎌ケ谷高等学校のグラウンドの一部のみが市街化調整区域であるため、土地

利用方針の検討の対象外としました。 
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土地利用方針 方針の内容 

生活しやすい集落

環境の形成 

農地・緑地等の保

全・活用 

畑が土地利用の約３４％を占めており、地域資源であるファイターズ鎌
ケ谷スタジアムがある当地域では、農地・緑地の有効な活用及び適正な保
全を促進するとともに、豊かな農業・自然環境と共生し、暮らしやすい集
落環境の維持・向上を図ります。 

更に、住環境の形成、地域振興等のため計画的な整備・誘導を必要とす
る地区については、地区計画制度等を活用し、周辺環境と調和した土地利
用の実現を目指します。 

市民の森は、地域を代表する公園として、それぞれの特徴を生かした整
備と維持管理、活用に取り組みます。また、防災機能の維持強化を図りま
す。また、鎌ケ谷カントリークラブ等は、本市の貴重な観光資源であるこ
とから、これらと連携を行い、森とスポーツ・レクリエーションゾーンと
して形成し、必要に応じて都市公園や施設緑地等の整備を進め、観光機能
の維持・強化を目指します。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムの跡地利用に
ついては、球団と継続して協議を行い、有効な土地利用を図ります。 
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※参考１
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※参考１ 

※参考２ 

 

※参考３
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※参考１ 地区計画 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 
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要件に合致した計画 

都市計画を決定又は
変更する必要がある
と判断された原案 

まずは、地域の皆さんで課題や将来像
について話し合います。 

地区計画を策定するおおむねの区域
や目的などを検討し、それらをまとめ
た事前相談書に基づき鎌ケ谷市に相
談いただきます。 

事前相談において助言・指
導を行います。 

利害関係者から意見を聴くため地区説
明会等を開催し、関係権利者との合意
形成及び周辺住民の周知を図ります。 

事前相談が整った後、地区計画を策定す
る区域や地区施設の配置等を確定させ、
地区計画の素案を作成し、関係する機関
（施設を管理することとなる者）と協議
を行っていただきます。 

関係権利者の合意形成の下に作成し
た地区計画の素案について、鎌ケ谷市
に都市計画決定又は変更するよう提
案を行います。 

都市計画の決定又は変更後は、その内
容に従って開発・建築行為を行い、地
区の整備を進めることになります。 

素案作成に当たっての助
言・指導を行います。 

提案された地区計画の素
案に基づき、関係する機関
と協議・調整しながら原案
を作成します。 

都市計画決定又は変更の
ための法的手続を行いま
す。 

地区計画区域内における建築等の届出等 
（都市計画法 58 条の 2） 

地区計画の区域内において、開発や建築行為を行う場合は、着

手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所、設計又は施工

方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を鎌ケ谷市

に届けなければなりません。 

開発許可制度（都市計画法 29 条） 

市街化調整区域で開発行為を行う際には、

開発許可を受ける必要があります。地区計

画が定められた場合は、許可の基準に地区

計画の内容への適合が加えられます。 

事前相談 

協議 

提案書
の提出 

結果通知 



 

80 

※参考２ 開発許可による開発行為 

※参考３ 土地区画整理事業 
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土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定します ※組合施行の場合、都市計画決定は必須ではありません 

施行規程：施行者、権利者が準拠すべき規則を定めます ※組合施行の場合は、定款を定めます 

事業計画：施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画等を決めます 

審議会：施行区域内の地権者の代表として選挙により委員を選出し、換地計画、仮換地指定等について審
議等を行います ※組合施行の場合は、組合員の総会で議決します 

将来換地とされる土地の位置、範囲を指定します（以後、地権者による住宅等の建築が可能となります） 

仮換地の指定を受け、建物等の移転工事を実施します 
道路築造、公園整備、宅地の整地等の工事を実施します 

従前の宅地上にあった権利が換地上に移行します 

施行者が土地・建物の変更に伴う登記をまとめて実施します 

換地について各地権者間の不均衡を是正するため、金銭による精算を行います 
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※参考４ 現在の市街化調整区域のまま地区整備を行う方式 
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※参考５ 市街化区域に編入して地区整備を行う方式 
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※参考６ 地域未来投資促進法 

（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律） 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 
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